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筑西市公告 

 

インターネットによる公有財産売却の公告について 

 

公有財産の売却に係る一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１６７条の６第１項及び筑西市契約規則（平成１７年市規則第４２号）第４条の規定に基づ

き次のとおり公告します。 

令和７年５月２３日 

筑西市長 設 楽 詠美子 

 

１ 一般競争入札に付する公有財産の概要 
 

物件 

番号 
財産名称 

予定価格 

(円) 
備考 

入札 

保証金 

(円) 

R7-2-1 応接椅子及びテーブル 5,000 
応接椅子  2脚 

テーブル  1台 
500 

R7-2-2 木製テーブル 1,000 1台 100 

R7-2-3 ガラスケース 4,000 
キャスター付き 

中棚  2枚 
400 

R7-2-4 こんろ（日立ガステーブル） 1,000 二口 100 

R7-2-5 木蓋付羽釜（亀印） 400 直径20cm  4セット 40 

R7-2-6 磁石付水平器（タツオ印） 100 木製  横30cm 10 

R7-2-7 平太鼓 4,000 

平太鼓  直径35cm 

置台（縦45cm、横45cm）及

びばち（1組）付属 

400 

R7-2-8 
ゼンオンクラシックギター（全音楽譜

出版社） 
6,000 箱及び保証書付属 600 

R7-2-9 コルネットB♭管 301124（YAMAHA） 1,000 純正ケース及び説明書付属 100 

R7-2-10 コルネットB♭管 301153（YAMAHA） 1,000 純正ケース及び説明書付属 100 

R7-2-11 コルネットB♭管 301127（YAMAHA） 1,000 純正ケース及び説明書付属 100 

 

備考１ 予定価格とは、あらかじめ市が定めた最低売払価格をいう。 

備考２ 物品は、筑西市立旧鳥羽小学校体育館（筑西市鷺島１７０番地）に保管してあります。 
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２ 一般競争入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項又は同条第２項各号に該当しない者 

⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に

規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から５年を経過していない場合を含む。)でない者 

⑶ 当該公有財産に関する事務に従事する本市の職員でない者 

⑷ 税を滞納していない者 

⑸ 日本語を完全に理解できる者 

⑹ 日本国内に住所及び連絡先がある者 

⑺ 筑西市インターネット公有財産売却ガイドライン（以下「市ガイドライン」という。）及び

ＫＳＩ官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾し、順守できる者 

⑻ 市有財産の買受けについて一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格など

を有している者 

⑼ １８歳以上の者 

⑽ 「３ 入札参加申込みの方法」により、あらかじめ一般競争入札への参加申込みをした者 

３ 入札参加申込みの方法 

⑴ 入札参加希望者は、令和７年６月６日（金）午後１時から令和７年６月２３日（月）午後２

時までに、あらかじめ紀尾井町戦略研究所株式会社の提供するインターネット公有財産売却シ

ステム（以下「売却システム」という。）により参加の仮申込みの手続きを行うとともに、ク

レジットカードにより市が定めた入札保証金を納付すること。 

⑵ 入札参加希望者は、上記⑴の仮申込手続を完了した後、令和７年６月２３日（月）までに所

定の申込書により筑西市財務部管財課に一般競争入札への参加を申し込むものとする。 

（郵送の場合は、令和７年６月２３日（月）までの消印を有効とする。） 

⑶ 期限までに申込書を提出しない者は、この入札に参加することができない。 

⑷ 受付期間内に申請書類を提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、この公告

による入札に参加することができない。 

⑸ その他 

ア 申請書類は、筑西市ホームページからダウンロードする。 

イ 申請書類の作成費用は、入札参加希望者の負担とする。 

ウ 提出された申請書類は、返却しないものとする。 
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４ 契約条項を示す場所及び期間 

⑴ 場 所  売却システム上 

筑西市財務部管財課 電話０２９６－２２－７６７７ 

⑵ 期 間  令和７年７月８日（火）午後１時から 

令和７年７月１５日（火）午後１時まで 

５ 一般競争入札の場所及び期間 

⑴ 場 所   売却システム上 

⑵ 入札期間  令和７年７月８日（火）午後１時から 

令和７年７月１５日（火）午後１時まで 

６ 入札方法 

⑴ 売却システム上で入札価格（消費税及び地方消費税を含む。）を登録する。なお、この登録

は、一度しか行うことができない。 

⑵ 郵送又は持参による入札書の提出は、認めない。 

７ 入札保証金 

⑴ 入札に参加しようとする者は、市が定めた入札保証金をクレジットカードにより納付しなけ

ればならない。 

⑵ 落札者の納付した入札保証金の一部又は全部を契約保証金に充当することができる。 

⑶ 入札保証金は、落札者のものを除き入札期間終了後還付する。 

⑷ 入札保証金には、利息を付さない。 

８ 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

⑵ 虚偽の申請を行った者のした入札 

⑶ 市ガイドラインに記載する無効な入札に該当する入札 

９ 落札者の決定方法 

入札期間終了後、市は開札を行い、入札物件ごとに売却システム上の入札において、有効な入

札を行った者のうち、入札価格が予定価格以上でかつ最高価格で入札した者を落札者とする。た

だし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ（自動抽選）で落札者を決定する。 

なお、落札者の決定に当たっては、落札者の売却システムＩＤで落札者の氏名（名称）とみな

す。 
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１０ 契約に関する事項 

⑴ 契約の締結期限 

落札者は、令和７年７月２２日（火）午後５時までに契約を締結しなければならない。な

お、落札者が契約締結期限までに契約しなかった場合は、売却の決定を取り消す。この場合、

市有財産売却の財産の所有権は、落札者に移転しない。また、納付された入札保証金は、返

還しない。 

⑵ 契約書作成の要否 

要す 

⑶ 契約保証金 

契約締結時に納付されている入札保証金の一部又は全部を契約保証金に充当することがで

きる。また、契約保証金には、利息を付さない。 

⑷ 売払代金 

契約保証金の一部又は全部を売払代金に充当することができる。 

⑸ 売払代金の残金の納入 

落札者は、この契約締結日から令和７年７月２９日（火）午後２時３０分までに、売払代

金の残金を、本市の指定する銀行口座への振込（振込手数料は、落札者の負担とする。）又

は本市の発行する納入通知書により納付しなければならない。 

１１ その他 

⑴ 契約、引渡しその他に要する費用は、すべて落札者の負担とする。 

⑵ 物件は、保管場所において現状有姿のまま引渡すものとする。 

⑶ 当該公告文記載内容その他の事項については、市ガイドラインに基づくものとする。 

⑷ 入札及び契約に関する事務を担当する部局 

名 称  筑西市財務部管財課 

所在地  〒３０８－８６１６ 茨城県筑西市丙３６０番地 

電話番号 ０２９６－２２－７６７７（直通） 


